
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  空家抑制措置                       

Ｑ：空家を抑制する特例措置の要望が出さ

れているそうですが、どのような内容なので

すか？                                          

                                              

Ａ：次のような内容です。 

【解説】 

国土交通省が公表した平成28年度税制改正

要望では、①豊かで安全・安心な暮らしの実

現に向けて、空き家の発生を抑制するための

特例措置の創設や住宅税制の各種特例措置の

延長など、②地域の魅力を生かした活力ある

地域づくりに向けて、地方を訪れる外国人旅

行者向け消費税免税制度の拡充など、③成長

戦略の推進と国際競争力の更なる強化に向け

て、自動車車体課税の見直し、などが要望項

目として盛り込まれています。 

空き家の発生を抑制するための特例措置の

創設については、毎年平均して6.4万戸増加し

ている空家は、周辺の生活環境に悪影響を及

ぼしうるとして、平成28年４月１日から一定

期間内に、旧耐震基準の下で建築された居住

用家屋を相続し、相続期間後一定期間内に①

耐震リフォーム又は②除却を行った場合に、

標準工事費(上限250万円)の10%を所得税額か

ら控除する制度を創設するよう要望を提出し

ています。 

ただし、被相続人のみが居住して家屋で、

相続後に空き家になった場合にのみ適用があ

るとしています。 
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